

育休等を取得中の職員にも、必ず御周知いただきますようお願いいたします。
令和７年１０月２０日 
組合員の皆さまへ
京都市職員共済組合
（庶務係：TEL222-3240）　

育児休業支援手当金・育児時短勤務手当金の事務手続きの変更等について

　平素は、京都市職員共済組合の事業に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
　さて、令和７年４月１日に新設されました育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について、令和７年６月１９日付事務連絡で請求手続き及び請求書様式をお知らせしましたが、この度、提出書類等事務手続きの一部を変更しますので、周知します。

記

１　育児休業支援手当金
（1） 添付書類について
〇組合員が父親、かつ、子が養子でない場合
請求書の「配偶者の状態」に応じた挙証資料の提出を求めていましたが、配偶者の状態に関
わらず、母子健康手帳（出生届出済証明のページ）の提出のみとします。
【これまで】請求書の「配偶者の状態」に応じた挙証資料
【これから】母子健康手帳（出生届出済証明のページに父母の名前の記載があるもの）
（写しで可）

〇組合員が母親、又は子が養子の場合
配偶者が一定の期間内に１４日以上の育児休業等をしている場合のほか、「配偶者が行方不明」、「配偶者が無業者」、「配偶者が就労しているが雇用される労働者ではない」、「上記以外の理由で配偶者が育児休業等をすることができない」場合の添付書類として、世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、組合員の配偶者であることを確認できるものの提出を求めていましたが、母子健康手帳（出生届出済証明のページに父母の名前の記載があるもの）又は出生届受理証明書でも可とします。
【これまで】世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等
【これから】世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し又は母子健康手帳（出
　　　　　　生届出済証明のページに父母の名前の記載があるもの）又は出生届受理証明書
　　　　　　　（いずれも写しで可）




[bookmark: _Hlk191400232]２　育児時短勤務手当金
（１）支給対象月について
　　　　　「支給対象月」とは、育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月です。（その月の初日から末日まで引き続いて組合員であることが必要です。また、その月の初日から末日まで引き続いて育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ります。）

〇　月途中から育児時短勤務を開始した場合も支給対象月となります。
〇　月途中に育児休業から復帰し、復帰月に育児時短勤務を開始した場合も支給対象月に
なります。
　例：４月１５日まで育休、４月１６日から復帰、時短勤務開始
　　　
〇　月の途中で２歳に到達した場合は、子が２歳に達する日（誕生日の前日）の前日（子
の２歳の誕生日の前々日）が属する月までが支給対象月となります。
例：７月２日生まれの場合　２歳に達する日…７月１日
２歳に達する日の前日…６月３０日　
支給対象月…６月まで
　[image: ]
（２）時短勤務の開始日と終了予定日について
　　　　部分休業は１日単位で取得できますが、部分休業を取得しない月がある場合は、次に部分
休業を取得した日を新たな時短勤務の開始日としてください。
　[image: ]
　　　　フルタイム後の育児時短勤務についても、育児時短勤務手当金の対象です。
この場合の「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額」は以下のとおりです。
　　　　　　　　育児時短勤務の開始日　　　標準報酬月額　　　　
育児時短勤務①：令和７年　８月１日　　　　１７等級２０万円
育児時短勤務②：令和７年１０月１日　　　　２０等級２６万円
（３）育児時短勤務手当金請求書の添付書類の変更について
部分休業は取得した月の翌月の報酬で減額されることから、翌月の給与明細の提出を求め
ていましたが、請求期間に対象の子に係る部分休業（育児時短勤務）を取得していれば支給
対象月となり、支給対象月に支払われた報酬の額（ひと月あたりの通勤手当の額を含む。）
と部分休業（育児時短勤務）を開始した日の属する月における標準報酬月額（上限あり）
を用いて育児時短勤務手当金を算定することとしますので、提出いただく給与明細は請求
期間（支給対象月）分とします。

【これまで】①支給対象月の出勤簿　
②支給対象月の翌月の給与明細
③育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧及び記載されている必要書類
【これから】①支給対象月の出勤簿（月末まで表示のあるもの）
　②支給対象月の給与明細
③育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧及び記載されている必要書類

　　　 前回のお知らせでは、５月に部分休業を取得した場合、請求期間５月分として６月の給与明
細を添付いただいていましたが、今後は請求期間５月分の場合は５月の給与明細を添付いただ
くことになります。

※　すでに総務事務センターに提出いただいている請求書に添付していただいた支給対象月
の翌月分の給与明細については、総務事務センターで支給対象月分に差し替えて審査してい
ますので、再提出は不要です。
　　　
（例）請求期間：令和７年４月１日～令和７年４月３０日　
４月出勤簿、５月給与明細を添付
→支給対象月４月分として、総務事務センターで４月分給与明細に差し替えて審査し
ています。
　　
【経過措置】請求期間が令和７年４月の場合の標準報酬月額について
　令和７年４月１日より前に育児時短勤務を開始した組合員で、令和７年４月１日において現に当該勤務をしている場合は令和７年４月１日を当該勤務を開始した日とみなします。

（例）請求期間：令和７年４月１日～令和７年４月３０日
令和７年４月に支払われた報酬と令和７年４月の標準報酬月額（当制度開始時点の　
標準報酬月額）に基づき支給額を算定します。

　
　



〇時短勤務開始月の時短勤務手当金
　　　[image: ]
部分休業は取得した月の翌月の報酬で減額されるため、令和７年４月に支給される報酬は全額支給されますので、令和７年４月に支給される報酬が「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額（令和７年４月１日より前に育児時短勤務を開始した場合は経過措置により、令和７年４月時点の標準報酬月額）」よりも高い場合は、令和７年４月は支給対象月ですが、育児時短勤務手当金は支給されません。
支給対象月の報酬　≧　時短勤務開始時点の標準報酬月額　→不支給

　　　　ただし、令和７年４月に支給される報酬が「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額（令和７年４月１日より前に育児時短勤務を開始した場合は経過措置により、令和７年４月時点の標準報酬月額）」よりも低い場合は、育児時短勤務手当金が支給されます。
支給対象月の報酬　＜　時短勤務開始時点の標準報酬月額　→支給（※（５）注意事項参照）

〇ひと月だけ時短勤務を取得した場合
　[image: ]
　　　　部分休業は取得した月の翌月の報酬で減額されるため、令和７年９月に支給される報酬は全額支給されますので、令和７年９月に支給される報酬が「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額」よりも高い場合は、令和７年９月は支給対象月ですが、育児時短勤務手当金は支給されません。
支給対象月の報酬　≧　時短勤務開始時点の標準報酬月額　→不支給

　　　　ただし、令和７年９月に支給される報酬が「育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額」よりも低い場合は、育児時短勤務手当金が支給されます。
支給対象月の報酬　＜　時短勤務開始時点の標準報酬月額　→支給（※（５）注意事項参照）
　　　　
なお、令和７年１０月は育児時短勤務を行っていませんので、支給対象月ではありません。
（4） 育児時短勤務手当金請求書様式等の変更について
・上記の変更に合わせて、請求書の様式及び記入例を変更します。
・「育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧」書類中の必要書類の文言について、
「支給対象月の翌月の給与明細」から「支給対象月の給与明細」に変更します。

（5） 支給に関する注意事項
【標準報酬月額の上限について】
　　　育児時短勤務開始日の属する月の標準報酬月額が雇用保険法第17条第４項第２号ハに定め
る額（令和7年8月1日以降は16,110円。毎年8月1日に改定あり。））に相当する額に30を
乗じて得た額（基準報酬月額相当額）を超える場合は、基準報酬月額相当額で支給金額の計算
を行います。

	期間
	基準報酬月額相当額

	令和7年8月1日以降
	483,300円



　　【支給限度額について】
　　　支給金額と支給対象月に支払われた報酬の額との合計が、支給限度額（雇用保険法第61条
の12第２項に規定する支給限度額。毎年8月1日に改定あり。）を超えるときは、支給限度額
から支給対象月の報酬の額を減じた額が支給されます。

	期間
	支給限度額

	令和7年8月1日以降
	471,393円



　　【最低限度額】
　　　育児時短勤務手当金の支給額が、最低限度額（雇用保険法第17条第４項第１項に掲げる額
の80％に相当する額。毎年8月1日に改定あり。）未満のとき、育児時短勤務手当金は支給さ
れません。

	期間
	支給限度額

	令和7年8月1日以降
	2,411円
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